●免税事業者のハードルが・・！？(消費税改正のお知らせ)●

日頃から当事務所をご愛顧いただき、大変ありがとうございます。
今般の東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、昨年6月に消費税法の一部が改正されました（国税庁のリーフレットを同封しましたのでご参照ください）。

その中で事業者の方に一番影響があると思われるのが、〝事業者免税点制度の適用要
件の見直し〟です。
　～　個人事業者の方の場合でご説明します。
　　・これまでは基準期間の年間売上高が1,000万円を超えると課税事業者に該当
していました（基準期間とは、その年の前々年をいいます）。
　　　つまり、課税事業者として納税義務が発生するのは、年間売上が1,000万円
　　を超えた翌々年からでした。
　　・ところが、今回の改正により課税事業者の判定期間に、基準期間の他に『特定
期間』が追加されました。
　　　特定期間（6ヶ月間）の売上が1,000万円を超えた場合、翌年から課税事業
者に該当します（該当する場合は平成25年分から適用になります）。
　　（もちろん毎年1,000万円超の売上の場合は、今までどおり毎年課税事業者に
　　該当します）
以前より課税事業者に該当するタイミングが１年早くなるような感じですね・・。

一方、平成23年度税制改正で、税金の減額を請求できる〝更正の請求期間〟が１年
から５年に延長されました（平成23年12月2日期限以後の分からの適用です）。
（これは非常にうれしいお知らせだと思います。詳細は同封のリーフレットをご参照
ください）

なお、紙面の都合上一部抜粋部分のみのご案内ですので、該当される場合は当事務所
までご相談の上ご活用くださるようお願い申し上げます。
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